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知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
漁
業
区
分

三
・
八
ト
ン

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
漁
業
区
分

六
・
四
ト
ン

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
す
る
め
い
か
漁
業
区
分

現
行
水
準
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告

示

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
で
あ
る
知
事
が
適
当
と
認
め
る
書
類
等
を
定
め
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
一

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
公
共
工
事
請
負
契
約
約
款
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
告
示
第
百
五
十
四
号

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
で
あ
る
知
事
が
適
当
と
認
め
る
書
類
等
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
大

分
県
告
示
第
七
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
適
用
範
囲
）

第
二
条

こ
の
規
程
は
、
法
別
表
第
一
の
下
欄
及
び
番
号
利
用
等
条
例
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の

う
ち
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
と
な
る
事
務
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
八
十
九
の
項
」
を
「
九
十
九
の
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
告
示
第
百
五
十
五
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
及
び
す
る
め
い
か
に
関
す
る
令
和
五
管
理

年
度
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
及
び
す
る
め
い
か
に
関
す
る
令
和
五
管
理
年
度

（
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
法
第
十
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理
区

分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

備
考

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量

三
・
八
ト
ン

第
二

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理
区

分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

備
考

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量

六
・
四
ト
ン

第
三

す
る
め
い
か

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理
区

分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

備
考

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量

現
行
水
準

大
分
県
告
示
第
百
五
十
六
号

大
分
県
公
共
工
事
請
負
契
約
約
款
（
平
成
二
十
三
年
大
分
県
告
示
第
三
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

令

和

五

年

号

外

三
五

三
月
三
十
一
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）
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令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）

一



大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
建
設
機
械
器
具
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
工
事
目
的
物
等
」
と

い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
工
事
目
的
物
、
仮
設
物
又
は
工
事
現
場
に
搬
入
済
み
の
工
事
材
料

若
し
く
は
建
設
機
械
器
具
」
を
「
工
事
目
的
物
等
」
に
、
「
係
る
額
」
を
「
係
る
損
害
の
額
」
に
、
「
第
六

項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
災
害
応
急
対
策
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
に
お
け
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
発
注
者
が
損

害
合
計
額
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
六
項
中
「
と
し
て
」
を
「
と
、
「
損
害
合
計
額
を
」
と
あ
る
の
は
「
損
害
合
計
額
か
ら
既

に
負
担
し
た
額
を
差
し
引
い
た
額
を
」
と
し
て
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
た
だ
し
書
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）

二


